
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号

口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年

法
律
第
四
十
四
号
）
第
六
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
並
び
に
附
則
第
四
条

第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

（
国
に
よ
る
負
担
の
額
）

第
一
条
　
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
は
、
次
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
又
は
埋
却

を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
家
畜
防
疫

員
の
旅
費
の
全
額

二
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
死
体
の
焼
却
又
は
埋
却
を
実
施
す
る
た
め
に

要
す
る
費
用
（
前
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
き
、
農
林

水
産
大
臣
が
定
め
る
費
用
に
限
る
。
）
の
二
分
の
一

三
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
家
畜
（
家

畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十

六
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
家
畜
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
死
体
の
焼

却
又
は
埋
却
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
（
第

一
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
費
用
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
焼
却

等
費
用
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額

イ
　
焼
却
等
費
用
の
額
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お

い
て
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
発
生
が
確
認
さ

れ
た
口

て
い蹄

疫
に
係
る
患
畜
、
疑
似
患
畜
及
び
指
定

家
畜
に
つ
い
て
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
と

殺
及
び
焼
却
又
は
埋
却
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す

る
費
用
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
費
用
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
患
畜
等
と
殺
等
費

用
」
と
い
う
。
）
の
額
の
総
額
（
ロ
に
お
い
て

「
対
策
費
総
額
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
口
蹄
疫
の

発
生
が
確
認
さ
れ
た
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会

計
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
当
該
年
度
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
標
準
税

収
入
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負

担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
以
下
の
場
合
　
焼
却
等
費
用
の
額
に
二

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
焼
却
等
費
用
の
額

に
応
じ
一
定
の
割
合
で
逓
増
す
る
よ
う
に
農
林
水

産
大
臣
の
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

を
加
え
て
得
た
額

ロ
　
対
策
費
総
額
が
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道

府
県
の
標
準
税
収
入
の
二
分
の
一
を
超
え
、
か

つ
、
患
畜
等
と
殺
等
費
用
（
患
畜
及
び
疑
似
患
畜

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
額
が
当
該
標
準
税
収
入
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
場
合
　
（1

）
及
び
（2

）

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

（1）
　
焼
却
等
費
用
の
額
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し

た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
つ
き
イ
の
規
定
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
額

（
（
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
標
準

税
収
入
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
）―

患
畜

等
と
殺
等
費
用
の
額
）÷

（
（
対
策
費
総
額
）

―

患
畜
等
と
殺
等
費
用
の
額
）

（2）
　
焼
却
等
費
用
の
額
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し

た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（
（
対
策
費
総
額
）―

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該

都
道
府
県
の
標
準
税
収
入
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
）÷

（
（
対
策
費
総
額
）―

患
畜
等
と

殺
等
費
用
の
額
）

ハ
　
患
畜
等
と
殺
等
費
用
の
額
が
当
該
年
度
に
お
け

る
当
該
都
道
府
県
の
標
準
税
収
入
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
　
焼
却
等
費
用
の
額

の
全
額

（
農
業
者
年
金
の
保
険
料
の
免
除
等
の
特
例
）

第
二
条
　
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
は
、
平
成
二

十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄

疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
重
大
な
被
害
を
受
け
た
農
業
者
年

金
の
被
保
険
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
被
保
険
者
が
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金

基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
保
険
者

が
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

に
至
っ
た
月
か
ら
当
該
被
保
険
者
が
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
る
に
至
っ

た
月
の
前
月
（
そ
の
月
が
平
成
二
十
四
年
三
月
以
後
で

あ
る
と
き
は
、
同
年
二
月
）
ま
で
の
期
間
に
係
る
保
険

料
に
つ
き
、
既
に
納
付
さ
れ
た
も
の
及
び
同
法
第
四
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
納
さ
れ
た
も
の
を
除

き
、
こ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た

者
（
農
業
者
老
齢
年
金
及
び
特
例
付
加
年
金
に
係
る
受

給
権
者
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
き
追
納
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
に
つ
き
追
納
を
す
る
と
き

は
、
追
納
は
、
先
に
経
過
し
た
月
の
分
か
ら
順
次
行
う

も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
追
納
す
べ
き
額
は
、
当
該
追

納
に
係
る
期
間
の
各
月
の
保
険
料
の
額
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
追
納
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

追
納
が
行
わ
れ
た
日
に
、
追
納
に
係
る
月
の
保
険
料
が

納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
特
例
免
除
期
間
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
者
年

金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ

れ
た
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
期
間
を
除
く
。
）

を
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法

第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
（
同
法
附
則
第

三
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

の
保
険
料
納
付
済
期
間
等
に
算
入
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
け
る
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
合
算
し
た
期
間
」
と
あ
る

の
は
、
「
合
算
し
た
期
間
に
特
例
免
除
期
間
（
口
蹄
疫

対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百

四
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
免
除
期

間
を
い
う
。
）
を
加
え
た
期
間
」
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
補
て
ん
の
対
象
と
な
る
損
失
等
）

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
損
失

は
、
同
項
の
要
請
に
従
っ
て
殺
さ
れ
た
家
畜
の
評
価
額

と
す
る
。

２
　
第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
評
価
額
に
つ
い

て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
三
項
中
「
法
第
六
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
」
と
、
「
同
条

第
一
項
の
勧
告
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
要
請
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ
れ

る
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
都
道
府
県
が
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
費
用
並
び
に

法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ

れ
る
費
用
を
支
弁
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県

が
支
弁
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
第
三
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
十
九
条
（
法
附
則
第
四
条
第
二
項
及
び
附
則
第

二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
、
同
条
第
五
号
中
「
損
失
の
補
償
を
実
施
す
る
た
め

に
要
す
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
損
失
の
補
償
を
実
施

す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
並
び
に
法
附
則
第
四
条
第
一

項
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
費

用
」
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
法
の
失
効
前
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
業
者
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規

定
は
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一

五
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

第
三
条
及
び
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二

十
二
年
六
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
一
七
日
政
令
第
一

七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

1


